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令和４年10月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和４年10月25日（火）午後１時00分から午後１時52分 

 

２ 場  所  神戸町学校給食センター２階 食育会議室 

 

３ 出席委員  宇野秀宣教育長、竹中照真委員（教育長職務代理者）、北村 守委員、

今津昭雄委員、河合奈緒子委員 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 説明のために出席した事務局の職員 

        馬淵勝弘教育課長 

 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 議事日程 

   日程第１ 開会 

   日程第２ 前回会議録の承認について 

   日程第３ 会議録署名者の指名について 

   日程第４ 報第16号 神戸町教育委員会事務局職員の任免に係る専決処分の承認に

ついて 

   日程第５ 報第17号 区域外就学に係る専決処分の承認について 

   日程第６ 議第34号 令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価報告について 

   日程第７ 議第35号 神戸町指定文化財の指定について 

   日程第８ 議第36号 神戸町指定文化財の解除について 

   協議、報告事項 

    １）教育委員会行事予定（10月～11月）について【資料No.１】 

    ２）その他 

    ３）次回定例会開催日 

       11月25日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

       12月27日（火）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 



－２－ 

午後１時00分 開会  

  開会 

○宇野教育長 本日の会議は教育委員さん全員の御出席をいただいておりますので、会議

が成立することを認めます。 

 なお、傍聴の申出はございません。 

 それでは、ただいまから日程第１、開会ということで、令和４年10月神戸町教育委員

会定例会を始めてまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  前回会議録の承認について 

○宇野教育長 日程第２、前回会議録の承認についてでございます。 

 お手元の会議録のほうを御覧いただきたいと思います。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、令和４年９月神戸町教育委員会定例会会議録は承認をされました。 

 なお、この会議録を神戸町のホームページで公表いたしますので、御了解をお願いい

たします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名者の指名について 

○宇野教育長 次に、日程第３、本日の定例会の会議録の署名者でございますけれども、

竹中照真委員さん、よろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第16号について 

○宇野教育長 次に、日程第４、報第16号 神戸町教育委員会事務局職員の任免に係る専

決処分の承認についてでございます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○馬淵教育課長 報第16号 神戸町教育委員会事務局職員の任免に係る専決処分の承認に

ついてでございます。 

 神戸町教育委員会事務局職員の任免について、教育長に対する権限の委任等に関する

規則第３条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告し、そ

の承認を求めるものでございます。 

             ［資料により説明］ 

 

○宇野教育長 ただいまの説明のとおりでございますので、御承認いただけますでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、日程第４、報第16号 神戸町教育委員会事務局職員の

任免に係る専決処分の承認については原案のとおり承認をされました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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  報第17号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第５、報第17号 区域外就学に係る専決処分の承認につ

いてを議題といたします。 

 事務局の説明をよろしくお願いします。 

○馬淵教育課長 報第17号 区域外就学に係る専決処分の承認についてでございます。 

 区域外就学について、教育長に対する権限の委任等に関する規則第３条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告しその承認を求めるも

のでございます。 

             ［資料により説明］ 

             ［説明内容非公開］ 

 

○宇野教育長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明について、質疑・討論はございませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 ないようでございますので、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、報第17号 区域外就学に係る専決処分の承認については、原案のとおり承認

をされました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第34号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第６、議第34号 令和３年度教育委員会事務事業の点

検・評価報告についてを議題といたします。 

 事務局の説明をよろしくお願いします。 

○馬淵教育課長 議第34号 令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価報告についてで

ございます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規定により、令和３年度神

戸町教育委員会事務事業の点検・評価報告を別冊のとおり作成するものでございます。 

             ［資料により説明］ 

             ［説明内容省略］ 

 

 私のほうからは以上でございます。 

○宇野教育長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんか。 

○今津委員 幼児教育について、令和３年度もオールＢという評価になっているが、学校

教育に対して幼児教育の評価が低いのではないかと質疑あり。 

             ［質疑・説明内容省略］ 
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○宇野教育長 よろしかったでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宇野教育長 そうしましたら、議第34号 令和３年度教育委員会事務事業の点検・評価

報告につきましては、この別冊のうち(1)の幼児教育についての協力連携の令和３年度

評価をＢからＡに変更するということで、あとは原案のとおりということで承認するこ

とに決定をいたしました。 

 なお、この地方教育行政法の規定によりまして、この当該報告書を12月の町議会のほ

うに提出をし、民生文教常任委員会で概要を説明し、公表することといたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第35号について 

○宇野教育長 それでは、続きまして日程第７、議第35号 神戸町指定文化財の指定につ

いてを議題といたします。 

 事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

○馬淵教育課長 議第35号 神戸町指定文化財の指定についてでございます。 

 神戸町文化財の保護に関する条例第３条第１項の規定により、神戸町指定文化財とし

て次のとおり指定する。 

 種類、有形民俗文化財。名称、駕籠。員数、１挺。所在地、神戸町大字神戸978番地

の１。所有者、影向山神護寺善学院でございます。 

             ［資料により説明］ 

 

○宇野教育長 駕籠については、馬淵課長が説明いたしましたように、文化財審議会のほ

うで神戸町の重要文化財に指定することが適当であるという答申をいただきました。 

 その駕籠の指定についてということでございます。 

 御質問、質疑・討論はございませんでしょうか。 

             ［協議内容省略］ 

 

○宇野教育長 そのほか、よろしかったでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑・討論を終わりまして、採決に移ります。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり神戸町指定文化財に指定することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議第35号 神戸町指定文化財の指定については、原案

のとおり指定することに決定をいたしました。 

 なお、この指定につきましては、12月開催の民生文教常任委員会で概要を説明し、報

告をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第36号について 
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○宇野教育長 続きまして、日程第８、議第36号 神戸町指定文化財の解除についてを議

題といたします。 

 事務局の説明をよろしくお願いします。 

○馬淵教育課長 議第36号 神戸町指定文化財の解除についてでございます。 

 神戸町文化財の保護に関する条例第４条第１項の規定により、提出するものでござい

ます。 

 大刀、銘兼信というものです。所有者が平成25年に町外に転出し、その後、所有地の

家屋も解体されており、大刀が町内に所在しないという状況になっているためでござい

ます。 

             ［資料により説明］ 

 

 よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

○宇野教育長 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 

             ［協議内容省略］ 

 

○宇野教育長 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり神戸町指定文化財の指定を解除することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第36号 神戸町指定文化財の解除については、原案のとおり設定をいたし

ました。解除することに決定をいたしました。 

 なお、このことにつきましても、12月開催の民生文教常任委員会で概要を説明し、報

告をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○宇野教育長 以上をもちまして、今定例会に付議されました案件は、全て議了をいたし

ました。 

 続きまして、協議、報告事項に移ってまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  協議、報告事項 

１）教育委員会行事予定（10月～11月）について【資料No.１】 

○宇野教育長 まず１番、教育委員会の行事予定についてでございます。 

○馬淵教育課長 資料No.１をお願いいたします。 

             ［資料により説明］ 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 日程については以上ですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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３）次回定例会開催日 

○宇野教育長 それで、次回が11月25日金曜日13時30分からということですので、またお

集まりをお願いいたします。 

              ［11.12月定例会］ 

 ・11月25日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

 ・12月27日（火）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

              ［神戸町総合教育会議］ 

 ・12月27日（火）午後３時00分から 南庁舎２階第３会議室 

 

２）その他 

○宇野教育長 あと、全体を通じて何かございますでしょうか。 

○河合委員 幼児園だより、小学校だよりついて 

             ［内容省略］ 

 

○宇野教育長 では、以上をもちまして令和４年10月神戸町教育委員会定例会を閉会いた

します。慎重審議、誠にありがとうございました。 

午後１時52分 閉会  
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 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違のないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

 令和４年１０月２５日 

 

          署 名 委 員   竹 中 照 真 

 


